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特別寄稿

社会福祉従事者の人間観、社会福祉観、生活観（その４）
日社大元学長（学部第７期） 大橋 謙策 氏

（はじめに）

今まで３回に亘り、「虐待問題」が起きる根源的背景として、あるいは深層心理として持っ

ている日本国民が有している文化的要因と社会福祉観、人間観について論述したうえで、ケ

ア観の検討並びに画一的ケア観から個別支援におけるアセスメントの必要性について述べて

きた。

今回は、それらを踏まえて、虐待の定義、現状について整理をした上で、今後の「虐待

問題」の検討すべき課題を提示したい。

Ⅰ、虐待防止の法的定義と類型及び現状

虐待の問題は、子ども分野、障害者分野、高齢者分野において、共通する部分もあれば、

異なる部分もあるので、虐待の法的定義とその類型及び状況については分野ごとに整理する

こととしたい。

１．高齢者分野における法的定義と虐待の類型及び現状

高齢者分野における虐待に関する法律は、2005年に制定された「高齢者虐待の防止、高

齢者の養護者に対する支援などに関する法律」（以下「高齢者虐待防止法」という）がある。

その法律では、高齢者虐待の類型及び養護の定義を以下のように定めている。

ⅰ）虐待の種類…身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経

済的虐待

ⅱ）高齢者とは65歳以上の者をいう

ⅲ）「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外の者をい
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ⅳ）養介護施設従事者とは、介護保険法、老人福祉法等における業務に従事する者

高齢者虐待の状況は、厚生労働省が公表した令和4年度（2021年度）の「高齢者虐待の

防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況などに関する調査結果」

を基にした。ここでは、気になる項目を中心に抜粋しているので、詳しくはその調査を参照願

いたい。

養介護施設従事者等による高齢者虐待の相談・通報件数と虐待件数の推移の図表によれ

ば、2022年度において相談件数は２７９５件（虐待と判断された件数は８５６件）で、前年度比

１６・９％の増となっている。「高齢者虐待防止法」が制定された翌年の通報件数が２７３件（虐

待と判断された件数５４件）であったことを考えるとその増加件数は約１０倍で、高齢化率の増

加を考えたとしても、かつ「高齢者虐待防止法」の周知度が高まったとしても大幅な伸びと

なっている。

他方、養護者による虐待についてみると、２０２２年度の通報件数は３８２９１件（虐待と判断

された件数１６６６９件）で、前年度比５・３％の増となっている。「高齢者虐待防止法」が制

定された翌年の通報件数が１８３９０件（虐待と判断された件数１２５６９件）と比較しても増大し

ている。

ただし、養介護施設従事者等による高齢者虐待の相談・通報件数と虐待件数の増大が約１

０倍なのに対し、養護者による虐待の通報件数では約２倍（虐待と判断された件数では約１・

３倍）なので、如何に養介護施設従事者等による高齢者虐待が増大していることが見て取れ

る。

虐待が起きた養介護施設の種類別では、「特別養護老人ホーム」が最も多く、２７４件（３

２・０％）、次いで「有料老人ホーム」が２２１件（２５・８％）、「認知症対応型共同生活介護

（グループホーム）」が１０２件（１１・９％）、「介護老人保健施設」が９０件（１０・５％）とな

っている。

虐待の内容は、養介護施設従事者によるものでは、「身体的虐待」が８１０人（５７・６％）、

次いで「心理的虐待」が４６４人（３３・０％）、「介護等放棄」が３２６人（２３・２％）であっ

た。

虐待を受けた高齢者像では、認知症高齢者で身体的虐待を受けている人が多い。

養護者による虐待では、虐待の発生要因（複数回答）としては「認知症の症状」が９４３０

件（５６・６％）、虐待者の「介護疲れ・介護ストレス」が９０３８件（５４・０％）、「理解力の

不足や低下」が７９８３件（４７・９％）、「知識や情報の不足」が７９４９件（４７・７％）、「精神

状態が安定していない」が７８４０件（４７・０％）、「被虐待者との虐待発生までの人間関係」

が７７４８件（４６・５％）であった。

養護者の虐待の内容（複数回答）は、「身体的虐待」が１１１６７人（６５・３％）、次いで「心

理的虐待」が６６６０人（３９・０％）、「介護等放棄」が３３７０人（１９・７％）、「経済的虐待」

が２５４０人（１４・９％）であった。

被虐待高齢者の「認知症の程度」と「虐待種別」との関係では、被虐待高齢者に重度の

認知症がある場合には「介護等放棄」、「経済的虐待」を受ける割合が高く、軽度の認知症

の場合には「身体的虐待」、「心理的虐待」が高い傾向がみられた。
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２．障害者分野における法的定義と虐待の類型及び現状

障害者分野における虐待に関する法律は、２０１１年に制定された「障害者虐待の防止、障

害者の養護者に対する支援等に関する法律」（以下「障害者虐待防止法」という）がある。

と同時に、国連が制定した「障害者権利条約」（２００８年発効）を日本政府が２０１４年に

批准したことを受けて、２０１１年に障害者基本法が改正され、「障害に基づくあらゆる形態の

差別の禁止」が盛り込まれたことを受けて、その規定を具現化する「障害者差別解消法」

が制定されていることも併行的に考えなければならない。

「障害者虐待防止法」では、障害者虐待の類型及び養護の定義を、以下のように定めて

いる。

ⅰ）「障害者」とは、身体・知的・精神障害その他の心身機能の障害がある者であって、

障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態に

あるものをいう。

ⅱ）「障害者虐待」とは、①養護者による障害者虐待、②障害者福祉施設従事者等による

障害者虐待、③使用者による障害者虐待をいう。

ⅲ）障害者虐待の類型は、①身体的虐待、②放棄・放置、③心理的虐待、④性的虐待、

⑤経済的虐待。の５つとしている。

障害者虐待の現状については、2024年3月5日に行われた第140回の社会保障審議会障害

者部会に報告された「障害者虐待事例への対応状況調査結果等について」に基づき明らか

にしたい。

2022年度の養護者による障害者虐待の相談・通報件数は8650件で、2021年度より約1300

件増加している。「障害者虐待防止法」は2011年に成立しているが、その翌年の2012年度の

相談・通報件数が3260件なので、約10年間で倍約2・6倍に増加している。

相談・通報件数のうち、虐待と判断された件数は2022年度で2123件で、これも2012年度

に比べると1・6倍になっている。

相談・通報者は、警察が５１％、本人１３％、施設・事業所の職員が１１％、相談支援専門員

が１１％である。

虐待行為の類型では、身体的虐待が６９％、心理的虐待が３２％、経済的虐待が１７％、放

棄・放置が１１％、性的虐待が３％である。

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待は、2022年度で4104件で、前年度より1・28倍

増加している。そのうち、虐待判断件数は956件で、前年度比1・３７倍である。

相談・通報者は、当該施設・事業所その他の職員が１６％、設置者・管理者が１５％、本

人が１６％、家族・親族が１１％となっている。

虐待行為の類型は、身体的虐待５２％、心理的虐待４６％、性的虐待１４％、放棄・放置が１

０％、経済的虐待が５％、である。

被虐待者の障害種別では、知的障害が７３％、身体障害が２１％、精神障害が１６％で、行

動障害を伴うものでは３４％になっている。

障害者分野の虐待問題では、他の高齢者や児童とは異なる“障害者を雇用している使用

者”による虐待問題がある。
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障害者虐待との通報・届け出があった事業所は、厚生労働省雇用環境・均等局総務課労

働紛争処理業務室の調査報告によれば、2021年度で1230件（都道府県からの報告197件、

労働局などへの相談880件、その他労働局等の発見153件）であった。

通報・届出の対象となった障害者数は1431人であり、障害種別では、精神障害が３７・８

％、知的障害が３２・３％、身体障害が１９・１％、発達障害が７・１％となっている。

虐待行為の類型では、経済的虐待が４７・５％、心理的虐待が３７・８％、身体的虐待が８

・３％、放置等による虐待が４・４％、性的虐待が１・９％となっている。

虐待の相談・通報があった件数のうち、虐待と認められた障害者数は、2021年度502人で

あった。

就労形態別では、パート等が４６・４％、正社員３２・９％、期間契約社員３・８％などとな

っている。

障害者虐待を行った使用者の内訳では、事業主８５・８％、所属の上司１２・２％となってい

る。

虐待が認められた事業所の業種では、製造業２５・５％、医療・福祉が２２・７％、卸売業

・小売業が１１・２％、宿泊業・飲食サービス業が６・６％、建設業が５・９％となっている。

事業所の規模別では、５～29人規模の事業所が４９・２％、３０～49人規模が１６・８％、5

人未満が１３．５％で、５０～９９人規模で６・９％、１００～299人規模で３・８％となっている。

３．児童分野における法的定義と虐待の類型及び現状

児童分野における虐待に関する法律は、２０００年に制定された「児童虐待の防止等に関す

る法律」（以下「児童虐待防止法」という）がある。

児童分野における虐待については、1933年に「旧児童虐待防止法」が制定されていたが、

これは戦後１９４７年に児童福祉法が制定されたことに伴い廃止されている。しかしながら、１９

９０年代に入り、急速に児童虐待が増加したことに伴い、新しく「児童虐待防止法が」が制定

されることになった。

「児童虐待防止法」では、児童の虐待の定義及び類型について以下のように定めている。

ⅰ）児童虐待の定義――「児童虐待」とは、保護者（親権を行う者、未成年後見人その

他の者で、児童を現に監護するもの

ⅱ）児童虐待の類型――身体的虐待、性的虐待、保護者としての監護の放棄・放任、心

理的虐待

令和４年度（２０２２年度）中に、全国２３２か所の児童相談所が児童虐待相談として対応し

た件数は２１９１７０件だった。

筆者が日本社会事業大学の在外研究制度で、長期にイギリスに滞在したのは１９９２年であ

ったが、当時イギリスの虐待件数は１９９０年当時約３６０００件だった。

しかしながら、イギリスの児童虐待の状況から考えて、日本でも家族形態の変容、地域に

おける児童健全育成力の低下等から、急速に児童問題が深刻化し、児童虐待が増えると考

え、筆者は全社協の全国民生児童委員協議会の企画委員会の委員長として、民生委員が児

童委員を兼ねるだけでは対応できないと考えて、児童問題を主管、主務とする児童委員制度

を創設すべきとの提案をした。その提案は厚生省に受け入れられ、１９９４年度から「主任児



- 5 -

童委員制度」が始まる。

と同時に、筆者は東京都児童福祉審議会の専門部会長として、当時東京都にある１２か所

の児童相談所とは別に、各区市町村に最低１か所の「子ども家庭支援センター」を設置し、

保健師、保育士、社会福祉士を配置して、子ども・家庭への相談支援を行うこと、しかもそ

れはアウトリーチ型の地域組織化を想定して行うことなどの提案をし、専門部会で承認され、

東京都に建議した。その建議は受け入れられ、東京都全区市町村に５８か所の「子ども家庭

支援センター」が設置された。

この二つの提案は、イギリスでの在外研究制度の成果であり、日本でも急速に児童虐待へ

の対応を図るべきとの提案であったが、当時の児童福祉研究者や児童福祉行政の関係者た

ちの反応は、従来の児童相談所体制で良いとする反応であった。

しかし、児童虐待は、筆者の想定した通り、１９９０年度には１１０１件で、その後２０００年度

には１７７２５件、２０１０年度には５６３８４件、２０２０年度では２０５０４４件と急増している。

２０２２年度の児童虐待の２１９１７０件の内容別件数は、「身体的虐待」が５１６７９件（２３・６

％）、「ネグレクト」が３５５５６件（１６・２％）、「性的虐待」が２４５１件（１・１％）、「心理的虐

待」が１２９４８４件（５９・１％）となっている。

児童相談所に寄せられた虐待相談の相談経路は、２０２２年度では警察等が最も多く、１１２

９６５件（５１・５％）、次いで近隣・知人が２４１７４件（１１・０％）、家族・親戚が１８４３６件（８

・４％）、学校が１４９８７件（６・８％）となっている。

児童虐待による死亡事件も２０２２年度では４５件、５１人が亡くなっている。子どもを巻き込

んだ心中事件も３７件、４７人が亡くなっている。

虐待を行っている人の類型では、実母が３８２２４件（５７・３％）、実父が１９３１１件（２９・０

％）、実父以外の父が４１４０件（６・２＃）となっている。

虐待を受けた子どもの年齢別では、小学生が最も多く、２３４８８件（３５・２％）、次いで３

歳～学齢前が１６５０５件（２４・７％）、０歳～３歳未満１２５０３件（１８・８％）、中学生９４０４件

（１４・１％）となっている。

児童分野における虐待発生の要因として、厚生労働省は、ⅰ）子どもの状況――発達・

発育、健康状態・身体状況、情緒の安定性、問題行動、基本的な生活習慣、関係性、ⅱ）

養育者の状況―健康状態等、性格的傾向、日常的世話の状況、養育能力等、子どもへの思

い・態度、問題認識・問題対処能力、ⅲ）養育環境――夫婦・家族関係、家族形態の変

化を挙げている。

Ⅱ、虐待の現状から抽出して論議すべき課題

このように「虐待問題」と一言で言っても、高齢者分野、障害者分野、児童分野といった

多岐に亘っており、それを総括りして論議することは困難である。

強いて言えば、日本の「家」意識、画一的集団生活からの“逸脱者”への罰の意識、上

意下達の命令体質がもたらす“複合的表出”の結果としての「虐待」と言えるのではないか。

とりわけ、日本の戦後の社会保障、社会福祉は、戦前の「家」制度の名残をとどめてお

り、家族の扶養、家族の介護を家族間の情愛の感情、親密圏域の自然発生的ケア観を前提

として構築されている。

社会福祉従事者もその呪縛から解放されておらず、家族を前提としたケア方針の立案をし
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がちであり、福祉サービス利用者を一個の独立した個人として捉え、その個人の幸福追求、

自己実現を支援する役割を社会福祉関係者が担うという崇高な理念、人間像を描けないまま

に業務に従事していること、それらの職員を雇用する社会福祉法人などの組織自体も上記の

理念を明確に持たないままの経営、運営に陥っているのではないかと思っている。

上記した虐待に現状について、今後検討する論議すべき課題との関係で、重要だと思われ

ることを再掲しておきたい。

① 養介護施設従事者等による高齢者虐待の相談・通報件数と虐待件数の増大が約１０倍

なのに対し、養護者による虐待の通報件数では約２倍（虐待と判断された件数では約１

・３倍）なので、如何に養介護施設従事者等による高齢者虐待が増大していることが見

て取れる。

② 虐待を受けた高齢者像では、認知症高齢者で身体的虐待を受けている人が多い。

③ 高齢者の養護者による虐待では、虐待の発生要因（複数回答）としては「認知症の

症状」が９４３０件（５６・６％）、虐待者の「介護疲れ・介護ストレス」が９０３８件（５４

・０％）、「理解力の不足や低下」が７９８３件（４７・９％）、「知識や情報の不足」が７９４

９件（４７・７％）、「精神状態が安定していない」が７８４０件（４７・０％）、「被虐待者と

の虐待発生までの人間関係」が７７４８件（４６・５％）であった。

④ 2022年度の養護者による障害者虐待の相談・通報件数は8650件で、2021年度より約1

300件増加している。「障害者虐待防止法」は2011年に成立しているが、その翌年の201

2年度の相談・通報件数が3260件なので、約10年間で倍約2・6倍に増加している。

⑤ 被虐待者の障害種別では、知的障害が７３％、身体障害が２１％、精神障害が１６％で、

行動障害を伴うものでは３４％になっている。

⑥ 障害者分野の虐待問題では、他の高齢者や児童とは異なる“障害者を雇用している

使用者”による虐待問題がある。

就労形態別では、パート等が４６・４％、正社員３２・９％、期間契約社員３・８％など

となっている。

事業所の規模別では、５～29人規模の事業所が４９・２％、３０～49人規模が１６・８％、

5人未満が１３．５％で、５０～９９人規模で６・９％、１００～299人規模で３・８％となってい

る。

⑦ 児童虐待による死亡事件も２０２２年度では４５件、５１人が亡くなっている。子どもを巻

き込んだ心中事件も３７件、４７人が亡くなっている。

虐待を行っている人の類型では、実母が３８２２４件（５７・３％）、実父が１９３１１件（２９

・０％）、実父以外の父が４１４０件（６・２＃）となっている。

日本では、いまだ「子どもの発見」が不十分で、子どもは親の付属物として捉え、子ども

を親の意向に従わせる「命令と禁止」での子育てが払しょくできていない。

これらの「虐待の現状」から考えて、検討すべき課題は以下の通りである。

ⅰ）家族による親密圏域のケアを当たり前の前提として、公共圏域のケアの整備が十分で

ない問題。

この問題の中には、相談できる「福祉アクセシビリティ」の問題や介護支援専門員、

障害者相談支援員のケア観の問題がある。

また、ケアをしている家族の社会福祉制度を活用する受援力、地域福祉サービス利用
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主体の形成が不十分の問題もある

ⅱ）養介護者が集積している社会福祉法人などのサービス供給組織の経営理念、運営方

針等にケアのあり方、サービス利用者の尊厳の保持が具体的に明記され、それが常に

研修等を通じて確認できているかどうかの問題ー社会福祉現場に関わる動機、モチベー

ションとその内省、外化の機会の有無とアンガーマネジメントの研修

ⅲ）機関委任事務体制下では行政による措置施設職員の研修がおこなわれていたが、20

00年以降は、社会福祉職員の研修は行政的には対応できておらず、個々のサービス供

給組織により行われている。

しかも、メンター制度やOJTの機能はほとんどなく、入職後から独任官的に職務を任せら

れ、体系的な研修を通して、自らの実践を振り返り、検証する機会を持てていない。

とりわけ小規模のサービス供給事業組織がそうである。

ⅳ）上記Ⅱ）の問題とも関わるが、従事者が安心してケアに従事できるかどうか、職場環

境の整備との関係の問題と同時に、きちんとしたケア観を有している人を採用し、キャリ

アップについて見通しがもてる人事政策があるかどうかの問題

ⅴ）日常的に地域で障害者等とふれあい、その人の人格を尊重する機会である福祉教育

の実践が地域、学校において行われているかの問題ー人間の理解は頭での言語能力で

の理解だけでなく、福祉サービスを必要としている人の切り結びが重要

（２０２４年８月１３日記）

特別リポート ｢大橋先生を囲む会｣に参加して
道同窓会副会長 白井 紀代美（研究科第４０期）

大橋先生、変わらずにパワフルでした。

9月末、札幌講演に訪れた大橋謙策先生。先生は数か月前、道内某大学からの講演依頼

の快諾と同時に道同窓会のＴ氏に連絡をくださいました。当日の参加者は、大橋謙策先生（学

部第７期）、Kさん（学部第９期）、Tnさん（学部第１２期）、Tkさん（学部第１５期）、Sさん（学

部第２３期）、そして私（研究科第４０期）の、原宿時代の６人です。

今回、道同窓会に初参加いただきました、昨年から札幌在住のＴn氏(日医大教授）も加わ

り、いつもながら、いや。さらに盛り上がりました。

＊ びっくりエピソード①

学生運動のさなかの７０年のことです。学生運動絶頂期であり、社大もロックアウトされて

校舎に入れず、｢解放｣側のみなさんは打ち合わせをする場所がなくて困り果て、仲村優一先

生と、五味百合子先生とそして学生で、会場探しをしたそうです。

今のように深夜まで空いているカフェなどはなく、喫茶店も夕方には閉店。やむなく、原

宿竹下通りを過ぎたあたりにあったラブホテルを打ち合わせ会場に。なんと、毎晩のように打

ち合わせをしていたそうです。五味先生はラブホに初めて入ったとき、あちこちに興味を持た

れていたそう～驚き、喜んでいたそうですが～です（苦笑）。打ち合わせのために繰り返し
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利用することになり、だんだん慣れて密室での集中議論もできたそうです。今では到底考え

にくい貴重なエピソードを伺いました。偉大な先生お二人、天国から私たちの話を笑いなが

ら聴いていただけたかしら…。今だから語れる先輩たちのお話でした。

＊ びっくりエピソード②

当時の学生は、エネルギッシュだったのですねぇ。

その当時は、社大生も学生運動に奮闘していたそうです。先輩の引き留めにも耳を貸さず、

東大安田講堂（６９年）に三日三晩も籠もっていた社大生（Tn氏）がいたとかいなかったい

とか。それを「危険だ、やめろ」と腕をひっぱり何度も引き留めた先輩がｋ氏。その具体的

な遣り取りを先輩はしっかり記憶しているのに、「全く記憶がない」という２年後輩のTn氏。

話を合わせることもなく、「お前、ほんとに覚えていないのか？」という半分呆れたK先輩。

「まだボケてはいませんけど、覚えていません」という後輩。笑える、しかしながら、熱

い思いを感じるエピソードを伺いました。

私は、学生運動が下火になったころの研究科の貧乏学生で、原宿校舎正面を上がった右

中２階の社会事業研究所でアルバイトをしており、大橋先生のお手伝いもしていました。

ＧＨＱが置いていった埃だらけの書籍や古い書物から、女子学生とは思えぬ風貌（手ぬぐ

いほっかぶり、鼻にティッシュを詰めて）で探し物をしていて、大橋先生からアイスをごちそ

うになったことを記憶しています。

当日は、学生時代の回想談、懐かしいお話に盛り上がり、おいしいコース料理をたいらげ、

飲み放題のお酒も進み、あっという間に楽しい時間は過ぎてしまいました。

なんといってもお変わりない大橋先生。来年は「北海道セミナー」を開催しようというご提

案をいただき、社大生単独ではなく、道内の社会福祉系「ヨコイト」（１８年大橋先生小樽講

演の際、小樽の居酒屋で発足）のメンバーも含め、盛大に開催できるよう準備をすることに

なりました。

とにもかくにも、様々な社会福祉の課題に向き合う熱い気持ち、変わらぬメンタルを持ち続

け、社会福祉現場を支えている諸先輩方に敬服し、大橋先生を囲んだ楽しく何か癒されるひ

とときは、お開きとなりました。

なお私は、大橋先生を始めみなさんをお見送りしたのち、「安田講堂」にいたことがあると

いうTn先輩と、もう１軒行きました…。

ということで、来年開催の社会福祉セミナー（社大地域セミナー）と懇親会が、今からとっ

ても楽しみです！！

＊＊＊ 編集後記 ＊＊＊

白井リポートにもあるとおり、大橋先生のご提案を受け、来年・２５年９月に、「北海道セミ

ナー」を開催することが急遽、決定しました。その上、道同窓会主催としてではなく、道内

の関係大学・関係機関・関係者による共催（上記｢ヨコイト｣）をめざして準備を進めていく

予定です。今後、徐々に動き出していくと思われますので、同窓生のみなさんはもちろんの

こと、関係者のみなさまにも最大限のご指導、ご協力をよろしくお願いします！


